
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
会
館
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
三
号
）
（
文
化
振
興
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
会
館
に
会
議
室
を
増
設
し
、
そ
の
利
用
に
係
る
料
金
の
額
の
範
囲
を
定
め
る
た
め
の
改 

 

 

正 

二 

内
容 

 
 

会
議
室
の
増
設
に
伴
う
利
用
料
金
の
上
限
額
の
設
定 

 
 

第
十
六
会
議
室 

 
 

 

（
例
） 

一
日 

一
二
、
八
〇
〇
円 

三 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日 

  


